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 ご
利
用
下
さ
い

病
児
・
病
後
児
保
育
施
設

　
病
児
保
育
施
設
は
、
病
気
に
か

か
っ
て
い
る
児
童
を
、
医
療
機
関

に
併
設
し
た
専
用
の
施
設
で
一
時

預
か
り
保
育
を
し
ま
す
。

　
病
後
児
保
育
施
設
は
「
病
気
の

回
復
期
」
に
あ
り
、
安
静
の
必
要

が
あ
る
児
童
を
、
保
育
園
に
併
設

し
た
専
用
の
施
設
で
一
時
預
か
り

保
育
を
し
ま
す
。

※
利
用
は
、
施
設
ご
と
に
事
前
登

録
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
、
各
施

設
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

対
市
内
在
住
、
ま
た
は
市
内
の
認

可
保
育
園
に
通
っ
て
い
る
児
童

（
在
園
し
て
い
れ
ば
市
外
在
住
の

児
童
も
利
用
可
）

【
病
児
保
育
施
設
】

対
象
年
齢
４
か
月
～
小
学
２
年
生

利
用
時
間
午
前
８
時
　
分
～
午
後

３０

５
時
　
分
３０

○
は
や
し
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
在
地
忠
生
２
―
　
―
　

２９

２０

問
辺辺
７
９
３
・
３
７
２
２

【
病
後
児
保
育
施
設
】

対
象
年
齢
１
歳
～
小
学
３
年
生

利
用
時
間
午
前
７
時
　
分
～
午
後

３０

６
時

○
き
き
ょ
う
保
育
園
ひ
ま
わ
り

所
在
地
鶴
川
１
―
　
―
７

１６

問
辺辺
７
３
５
・
２
２
４
２

○
小
野
路
保
育
園
第
一
分
園
つ
く

し
組

所
在
地
野
津
田
町
１
０
８
４
―
１

問
辺辺
７
０
８
・
０
２
３
１

○
高
ヶ
坂
ふ
た
ば
保
育
園
こ
す
も

す所
在
地
高
ケ
坂
８
６
７
―
１

問
辺辺
７
２
０
・
８
２
１
５

　
　
　
　
　
　
◇

問
子
育
て
支
援
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
３
８
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

９
４
５
９

２
０
１
２
年
度
～
つ
な
が
り
ひ
ろ

が
る
地
域
支
援
事
業

後

期

募

集

　
市
内
を
活
動
の
場
と
す
る
団
体

自
ら
が
、
地
域
の
諸
団
体
と
連
携

・
協
力
し
て
企
画
・
実
施
す
る
、

「
地
域
の
課
題
解
決
」
を
促
進
す

る
事
業
に
対
し
、
事
業
費
を
補
助

し
ま
す
。

対
市
内
の
町
内
会
・
自
治
会
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
、
子
ど
も
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、

市
民
活
動
団
体
等

対
象
期
間
　
月
１
日
～
２
０
１
３

１０

年
３
月
　
日
３１

※
詳
細
は
、
市
民
協
働
推
進
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）
で
配
布

し
て
い
る
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

ご
覧
下
さ
い
（
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

申
７
月
　
日
～
８
月
　
日
（
必

２３

３１

着
）

※
申
請
の
際
に
は
事
前
に
ご
相
談

下
さ
い
。

問
市
民
協
働
推
進
課
辺辺
７
２
４
・

４
３
６
２
返
０
５
０
・
３
０
８
５

・
６
５
１
７

再
申
請
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
 

限
度
額
適
用
認
定
証

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
　
歳
未
満
の
方
（
後
期
高
齢

７５

者
医
療
制
度
の
加
入
者
を
除
く
）

で
、
入
院
時
に
医
療
費
の
負
担
が

少
な
く
な
る
「
国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国

民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
方
は
、
７
月
末
日
が
有
効
期
限

で
す
。

　
８
月
か
ら
は
、
２
０
１
２
年
度

市
民
税
課
税
状
況
に
よ
り
、
改
め

て
所
得
区
分
を
判
定
し
ま
す
（
２

０
１
２
年
度
の
申
告
を
さ
れ
て
い

な
い
方
は
申
告
後
に
申
請
を
）。

引
き
続
き
入
院
さ
れ
る
方
、
入
院

の
予
定
が
あ
る
方
及
び
高
額
な
外

来
診
療
を
受
け
る
方
は
、
再
申
請

が
必
要
で
す
。

　
申
請
で
き
る
方
は
①
国
民
健
康

保
険
税
に
未
納
が
な
い
　
歳
未
満

７０

の
方
②
　
歳
以
上
の
２
０
１
２
年

７０

度
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で

す
。
　
ご
希
望
の
方
は
、
国
民
健
康
保

険
証
を
お
持
ち
の
う
え
、
保
険
年

金
課
保
険
給
付
係
（
市
役
所
本
庁

舎
１
階
）
へ
お
い
で
下
さ
い
（
郵

送
も
可
、
応
相
談
）。

※
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
は
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

問
保
険
年
金
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

３
０
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
５

１
５
４

住
民
監
査
請
求
（
町
田
市
職
員
措

置
請
求
）
の

監
査
を
実
施

　
２
０
１
２
年
５
月
　
日
付
け
で

１８

請
求
が
あ
っ
た
住
民
監
査
請
求
に

つ
い
て
、
同
年
７
月
　
日
付
け
で

１３

監
査
委
員
か
ら
監
査
結
果
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

　
監
査
結
果
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
→
市
の
監

査
）、
ま
た
は
各
市
立
図
書
館
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

問
監
査
事
務
局
辺辺
７
２
４
・
２
５

４
７
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・
７

６
６
２

２
０
１
２
年
度
～
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者

資
格
認
定
共
通
試
験

日
　
月
　
日
（
日
）
午
前
　
時
～

１０

１４

１０

正
午

場
青
山
学
院
大
学
（
渋
谷
区
）

費
６
０
０
０
円

申
所
定
の
申
込
書
（
７
月
　
日
か

２５

ら
下
水
道
管
理
課
〔
市
役
所
本
庁

舎
８
階
〕
で
配
布
）
に
記
入
し
、

８
月
１
日
～
　
日
に
郵
送
で
東
京

３１

都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
（
株
）（
辺辺

　
・
３
２
４
１
・
０
８
１
８
）
へ
。

０３問
下
水
道
管
理
課
辺辺
７
２
４
・
４

３
３
９
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・

６
８
７
２

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業

　
日
本
遺
族
会
で
は
、
２
０
１
２

年
度
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊

友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
締
め
切
り
や
日

程
等
は
実
施
地
域
で
異
な
り
ま
す

の
で
、
詳
細
は
（
財
）
日
本
遺
族

会
事
務
局
（
辺辺
　
・
３
２
６
１
・

０３

５
５
２
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

対
戦
没
者
遺
児

場
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
中
国
、

マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
、
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半

島
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
パ
ラ
オ
諸

島
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
イ
ン
ド
、
台

湾
・
バ
シ
ー
海
峡
、
ビ
ス
マ
ー
ク

諸
島
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー

ド
諸
島

費
９
万
円

申
電
話
で
東
京
都
遺
族
連
合
会

（
辺辺
　
・
３
８
１
２
・
１
７
９
６
）

０３
へ
。

問
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

　
役
割
を
決
め
て
複
数
の
業
者
が

電
話
を
か
け
、
言
葉
巧
み
に
信
用

さ
せ
る
、
芝
居
の
よ
う
な
勧
誘
方

法
を
「
劇
場
型
」
勧
誘
と
い
い
ま

す
。
　
例
え
ば
、「
○
○
と
い
う
会
社

か
ら
封
筒
が
届
い
て
い
な
い

か
」、「
選
ば
れ
た
人
だ
け
に
申
込

書
を
送
っ
て
い
る
」
な
ど
と
業
者

か
ら
儲
け
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
実
際
に
封
筒
が
届

き
、
購
入
を
迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
別
の
業
者
が
「
代
わ
り
に
購

入
し
て
く
れ
た
ら
、
○
倍
で
買
い

取
る
」
な
ど
と
電
話
を
か
け
、
購

入
を
あ
お
っ
て
き
ま
す
。
最
終
的

に
は
信
用
し
て
し
ま
い
、
高
額
な

金
融
商
品
を
購
入
し
た
と
い
う
相

談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
相
談
事
例
の
中
に
は
、
レ
ア
・

ア
ー
ス
の
開
発
業
者
の
社
債
や
未

公
開
株
、
水
資
源
の
開
発
、
老
人

ホ
ー
ム
の
入
居
権
、
お
墓
の
権
利

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
れ
も

実
態
の
な
い
も
の
で
し
た
。
最
近

で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
農
業
用
地

の
使
用
権
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
実
在
す
る
証
券
会
社
を
名
乗
っ

て
電
話
を
か
け
て
く
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
会
社
の
実
態
や
契
約

の
内
容
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
契
約

を
し
な
い
で
下
さ
い
。
ま
た
、

「
あ
な
た
の
権
利
を
高
値
で
買
い

取
る
」
と
い
う
話
は
信
じ
な
い
で

下
さ
い
。
お
金
を
払
っ
て
し
ま
う

と
戻
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、

契
約
す
る
前
に
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
に
相
談
し
て
下
さ
い
。

　
相
談
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

（
月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時
、
午
前
の

相
談
受
付
は
　
時
　
分
ま
で
）。

１１

３０

ま
た
、
電
話
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
（
辺辺
７
２
２
・
０
０
０
１
、

月
～
土
曜
日
の
午
前
９
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時
）。

最
近
の
消
費
生
活
相

最
近
の
消
費
生
活
相
談談

事
例
か

事
例
か
らら

「
劇
場
型
」
勧
誘

「
劇
場
型
」
勧
誘
にに

ご
注
意
を

 

ご
注
意
を
外外

うちが２倍で
買い取ります

パンフレットが
届いていませんか

【
木
造
住
宅
の
無
料
簡
易
耐
震
診

断
】
　「
無
料
簡
易
耐
震
診
断
」
は
、

木
造
住
宅
の
健
康
診
断
で
す
。

　
昭
和
　
年
５
月
　
日
以
前
に
着

５６

３１

工
さ
れ
た
木
造
戸
建
て
住
宅
を
、

自
ら
が
所
有
し
て
居
住
し
て
い
る

方
は
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

申
住
宅
の
建
築
年
月
日
の
確
認
で

き
る
も
の
（
建
築
確
認
通
知
書

等
）
の
写
し
と
住
宅
の
図
面
の
写

し
を
持
参
し
、
建
物
住
宅
対
策
課

（
市
役
所
本
庁
舎
８
階
）
へ
。

※
木
造
住
宅
の
耐
震
化
助
成
制

度
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
化

助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。
利
用
条

件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
建
物
住
宅

対
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。

【
木
造
住
宅
耐
震
相
談
会
】

　
左
下
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

対
市
内
に
あ
る
昭
和
　
年
５
月
　

５６

３１

日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
木
造
戸
建

住
宅
を
自
ら
が
所
有
し
て
居
住
し

て
い
る
方

内
木
造
住
宅
の
無
料
簡
易
耐
震
診

断
と
耐
震
化
助
成
制
度
の
説
明
、

個
別
相
談
、
申
請
の
受
け
付
け

申
電
話
で
建
物
住
宅
対
策
課
（
辺辺

７
２
４
・
４
２
６
９
）
へ
。

※
建
築
確
認
通
知
書
（
建
築
時
期

の
分
か
る
も
の
）
と
図
面
（
建
物

・
土
地
の
状
況
が
分
か
る
も
の
）

を
お
持
ち
下
さ
い
。

※
町
内
会
館
等
で
耐
震
相
談
会
の

開
催
を
希
望
す
る
町
内
会
・
自
治

会
の
方
は
、
建
物
住
宅
対
策
課
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

【
ご
注
意
下
さ
い
】

　
市
職
員
が
突
然
訪
問
し
、
耐
震

診
断
・
耐
震
改
修
工
事
を
勧
め
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市

が
委
託
し
て
い
る
耐
震
調
査
士

や
、
登
録
の
耐
震
診
断
士
は
、
市

が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
。
不
安
な
と
き
は
身

分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
る
か
、

建
物
住
宅
対
策
課
へ
ご
相
談
下
さ

い
。

問
建
物
住
宅
対
策
課
辺辺
７
２
４
・

４
２
６
９
返
０
５
０
・
３
１
６
１

・
６
１
０
９

応
援
し
ま
す

住
宅
の
耐
震
化

住
宅
の
耐
震
化

住
宅
の
耐
震
化

住
宅
の
耐
震
化

木造住宅耐震相談会　日程表
定　員会　場日　時
３０人

（申し込み順）
南市民セ
ンター

７月３１日（火）
午後２時～４時

５０人
（申し込み順）

生涯学習
センター

９月９日（日）
午後２時～４時

２０人
（申し込み順）

つくし野
センター

９月１８日（火）
午後２時～４時

８
月
７
日
（
火
）
＝
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

８
月
９
日
（
木
）
＝
小
山
市
民
セ
ン
タ
ー

８
月
　
日
（
火
）
＝
南
市
民
セ
ン
タ
ー

２１

８
月
　
日
（
木
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

２３

８
月
　
日
（
火
）
＝
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

２８

８
月
　
日
（
木
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

３０

　
不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路

の
悩
み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で

お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相

談
下
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

時
間
午
前
　
時
～
正
午

１０

申
事
前
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

教
育
セ
ン
タ
ー
（
辺辺
７
９
２
・
６

５
４
６
返
７
９
１
・
０
３
５
９
）

へ
。

蛎

各

劃

廓

鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎

鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎鈎

嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇

嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇

　子ども会・子どもサークル等に、野外炊飯や工作・
遊びなどを職員が指導します。出張指導もあります。
費材料費
申８月５日午前１０時～１０時３０分に電話でひなた村（辺辺
７２２・５７３６）へ。FAXでのお問い合わせは返７２１・９０８６へ。
※第１・３火曜日、祝日の翌日はお休みです。

ひなた村プログラムサービス
１０月分申し込み１０月分申し込みのの

お知ら お知らせせ

出張
教育相談

問消費生活センター辺辺７２５・８８０５
 返７２２・４２６３


